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◇

株主への香典は交際費

Q ●
● 当社では、社内の規定により、持株数

が一定数以上の株主については、従業員と同

様に香典を支出することにしていますが、こ

の費用は、福利厚生費として処理してよいの

でしょうか。

ヱヘ亜株主への香典は、交際費になります。

【解説】

法人が、役員及び使用人又はその親族等の

慶弔禍福に際し、一定の基準に従って支出す

る費用は福利厚生費となります。

しかし、得意先、仕入先等社外の者の慶弔

禍福に際して金品を支出した場合は、福利厚

生費とすることは認められず、交際費に該当

することになります。

また、所得税法では、法人の株主等が、そ

の株主である地位に基づきその法人から受け

る経済的利益のうち、利益処分によるものは

配当所得とし、その他は雑所得とすることと

して取り扱っています。

ただし、それが、葬祭料、香典又は災害等

の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的

地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上

相当と認められるものについては、課税しな

いものとされています。

ご質問の場合も、受領した金額が社会通念

上相当と認められるものであれば、課税され

ないものと思われます。


